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平成25年５月20日 

各  位 

 

会 社 名 株 式 会 社 イ ン テ ー ジ

代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 宮首 賢治

 （ コ ー ド 番 号 4 3 2 6 東 証 第 一 部 ）

問 合 せ 先 執行役員財務ＩＲ部長 池谷  憲司

電話番号 0 3 － 5 2 9 4 － 0 1 1 1 （ 代 表 ）

 

持株会社制移行に伴う会社分割ならびに定款変更 

（商号・事業目的の変更）に関するお知らせ 

 

 

当社は、平成24年10月 15日に公表しておりましたとおり、平成25年10月１日をもって持株会社制

へ移行することについて検討を行ってまいりましたが、平成25年５月20日開催の取締役会において、

当社が営む一切の事業（株式を保有する会社の事業活動に対する支配または管理およびグループ運営に

係る事業を除く。以下、「本事業」という）を会社分割により、当社の100％子会社である株式会社イン

テージ分割準備会社（平成25年10月１日付で「株式会社インテージ」に商号変更予定。以下、「承継会

社」という）に承継させることを決議し、同日、承継会社との間で吸収分割契約を締結いたしましたの

で、下記のとおりお知らせいたします。 

本吸収分割ならびに定款変更（商号・事業目的の変更）の効力発生については、平成25年６月21日

開催予定の第41回定時株主総会における関連議案が承認可決されること、および必要に応じて所轄官公

庁の許可等が得られることが前提条件となっております。 

本件吸収分割後の当社は、平成25年10月１日付で持株会社となり、「株式会社インテージホールディ

ングス」に商号変更するとともに、事業目的を持株会社制移行後の事業に合わせて変更する予定です。 

なお、本吸収分割は当社の100％子会社への吸収分割のため、開示事項・内容の一部を省略して開示

いたします。 

 

記 
 

Ⅰ．持株会社制移行のための会社分割 

 

１．本吸収分割の目的 

当社は第10次中期経営計画で「“NEXT50”へのテイクオフ 危機を乗り越え成長軌道への離陸を果たそ

う」を当社グループの基本方針とし、中期経営計画実現のために「モバイル」「グローバル」「ヘルスケ

ア」をキーワードに、事業に取り組んでまいりました。  

今後、当社グループを取り巻く環境変化に対応し、更なる企業価値向上を図るためには、各事業部門

および各事業会社の権限と責任の明確化や専門性の追求により、当社グループのガバナンスおよび事業

基盤の強化を図るとともに、当社グループ全体の成長を見据えた新たな経営体制の確立が急務であると

考えております。 

 このような状況を踏まえ、当社は持株会社制への移行により、持株会社が当社グループの戦略立案機
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能に特化し、当社グループの全体最適と各事業会社の個別最適の調和、成長分野への資源配分の最適化

を図るとともに、各事業会社間のコラボレーション、人財の育成・交流、グループ共通業務の集約化・

効率化等を促進し、企業価値の向上を目指します。 

 

２．本吸収分割の要旨 

（１）本吸収分割の日程 

吸収分割契約承認取締役会決議日

（ 当 社 お よ び 承 継 会 社 ）
平成25年５月20日 

吸 収 分 割 契 約 締 結 日 平成25年５月20日 

吸 収 分 割 承 認 株 主 総 会

（ 当 社 お よ び 承 継 会 社 ）
平成25年６月21日（予定） 

吸 収 分 割 効 力 発 生 日 平成25年10月１日（予定） 

 

（２）本吸収分割の方式 

当社を分割会社とし、当社の 100％子会社である株式会社インテージ分割準備会社を承継会社と

するいわゆる物的吸収分割です。 

 

（３）本吸収分割に係る割当ての内容 

   本吸収分割に際し、承継会社は普通株式 1,000 株を発行し、その総数を当社に対して割当て交付

します。 

 

（４）本吸収分割に伴う新株予約権および新株予約権付社債に関する取扱い 

新株予約権および新株予約権付社債の発行はございません。 

 

（５）本吸収分割により増減する資本金 

   当社の資本金に変更はございません。 

 

（６）承継会社が承継する権利義務 

   本吸収分割により、承継会社は効力発生日において承継会社は、本吸収分割に際して、当社に属

する本事業に関する資産・負債、その他の権利義務および雇用契約を含む契約上の地位を承継し

ます。なお、債務の承継については重畳的債務引受の方法によるものとします。 

 

（７）債務履行の見込み 

当社および承継会社ともに、本吸収分割後も資産の額が負債の額を上回ることが見込まれること、

現在のところ、本吸収分割後に負担する債務の履行に支障を及ぼす事態の発生は想定されていな

いことから、本吸収分割後における当社および承継の会社の債務の履行の見込みについては問題

はないものと判断しております。 
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３．本吸収分割の当事会社の概要 

 
 

分割会社 

（平成25年３月31日） 

承継会社 

（平成25年３月31日） 

（１） 名 称 株式会社インテージ ※１ 株式会社インテージ分割準備会社※２

（２） 
所 在 地 

東京都千代田区神田練塀町３番地 

インテージ秋葉原ビル 

東京都千代田区神田練塀町３番地

インテージ秋葉原ビル 

（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 宮首 賢治 代表取締役社長 石塚 純晃 

（４） 事 業 内 容 
市場調査・コンサルティング 

システムソリューション 

市場調査・コンサルティング 

システムソリューション 

（５） 資 本 金 1,681百万円 10百万円 

（６） 設 立 年 月 日 昭和35年３月２日 平成25年４月１日 

（７） 発 行 済 株 式 数 10,404,000株 200株 

（８） 決 算 期 ３月31日 ３月31日 

（９） 大株主および持株比率 

ビービーエイチフオーフイデリテ

イロープライスドストツクフアン

ド（プリンシパルオールセクター

サブポートフオリオ） 

10.00%

株式会社インテージ  100％ 

みずほ信託銀行株式会社退職給付

信託エーザイ口再信託受託者資産

管理サービス信託銀行株式会社 

8.65% 

インテージ従業員持株会 6.43% 

株式会社埼玉りそな銀行 4.83% 

豊栄実業株式会社 4.37% 

（10） 直前事業年度の経営成績および財政状態 

  平成25年３月期（個別） 平成25年３月期 

 

純 資 産 12,118百万円

平成 25 年４月１日設立のため、

該当事項はありません 

総 資 産 25,385百万円

１株当たり純資産(円) 1,205.08

売 上 高 27,795百万円

営 業 利 益 2,289百万円

経 常 利 益 2,398百万円

当 期 純 利 益 790百万円

１株当たり当期純利益 78.60円

１ 株 当 た り配 当 金 50.00円

※１ 平成25年10月１日付で「株式会社インテージホールディングス」に商号変更予定。 

※２ 平成25年10月１日付で「株式会社インテージ」に商号変更予定。 
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４．分割する部門の事業概要 

（１）分割する部門の事業内容 

市場調査・コンサルティング事業、システムソリューション事業 

 

（２）分割する部門の経営成績（平成25年３月期） 

 分割対象事業実績(a) 当社単体の実績(b) 比率(a/b) 

売  上  高 27,795百万円 27,795百万円 100.0％ 

 

（３）分割する資産、負債の項目および金額（平成25年３月31日現在） 

資 産 負 債 

項 目 金 額 項 目 金 額 

流動資産 7,060百万円 流動負債 4,399百万円 

固定資産 3,512百万円 固定負債 2,410百万円 

合 計 10,572百万円 合 計 6,810百万円 

 

 

５．本吸収分割後の当社の状況（平成25年10月１日現在予定） 

  分割会社 

（１） 名 称 株式会社インテージホールディングス 

（２） 所 在 地 東京都千代田区神田練塀町３番地 インテージ秋葉原ビル 

（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 宮首 賢治 

（４） 事 業 内 容 グループ経営に関する事業等 

（５） 資 本 金 1,681百万円 

（６） 決 算 期 ３月31日 

 

 

６．本吸収分割後の承継会社の状況（平成25年10月１日現在予定） 

  吸収分割承継会社 

（１） 名 称 株式会社インテージ 

（２） 所 在 地 東京都千代田区神田練塀町３番地 インテージ秋葉原ビル 

（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 石塚 純晃 

（４） 事 業 内 容 市場調査・コンサルティング事業、システムソリューション事業 

（５） 資 本 金 450百万円 

（６） 決 算 期 ３月３１日 

 

 

７．今後の見通し 

本吸収分割が当社の連結業績に与える影響は軽微です。なお、本吸収分割により、当社の収入は当社

グループ会社からの経営管理料、配当収入等を、費用は持株会社としての運営経費等が主体となるこ

とを予定しております。 
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Ⅱ．定款の変更 

 

１．定款変更の目的 

持株会社制への移行に伴い、当社商号を「株式会社インテージホールディングス」に変更し、事業目的

を持株会社としての経営管理等に変更するものものです。なお、本定款変更は、本吸収分割の効力発生

を条件として、本吸収分割の効力発生日（平成25年10月１日予定）に効力が生じるものとします。 

 

 

２．定款変更の内容 

現 行 定 款 変 更 案 

第１条（商 号） 

 当会社は、株式会社インテージと称し、英文で

は、INTAGE  Inc. と表示する。 

 

 

 

第２条（目 的） 

  当会社は、次の事業を営むことを目的とす

る。 

 

 

 

 

（１）官公庁、企業、団体に関する学術研究調

査、市場調査、世論調査などの社会調査の

実施 

（２）コンピュータによる情報の処理ならびに情

報の提供 

（３）コンピュータ・ソフトウェアの開発、販

売、保守 

（４）コンピュータ・ハードウェアの販売、賃貸

および保守 

（５）コンピュータ・システムの運営管理の受託 

（６）官公庁、企業、団体の経営およびマーケ

ティングに関するコンサルティング 

（７）医療機関における臨床試験の管理業務 

（８）測量、地図作成ならびに関連する調査研究

業務 

（９）社会調査の結果およびコンピュータ・シス

テムの技法に関する出版 

（10）環境配慮型商品の開発および販売  

（11）不動産賃貸業 

（12）前各号に付帯関連する一切の業務 

 

 

第１条（商 号） 

 当会社は、株式会社インテージホールディング

スと称し、英文では、INTAGE HOLDINGS  Inc. と

表示する。 

 

 

第２条（目 的） 

  当会社は、次の各号に掲げる事業を営む会社

（外国会社を含む。）、組合（外国における組合に

相当するものを含む。）、その他これに準ずる事業

体の株式または持分を所有することにより、当該

会社等の事業活動を支配または管理することを目

的とする。 

（１） 

 

 

（２） 

 

（３） 

 

（４） 

 

（５）   現行どおり 

（６） 

 

（７） 

（８） 

 

（９） 

 

（10） 

（11） 

（12） 

２ 当会社は、前項各号およびこれに付帯または

関連する一切の事業を営むことができる。 
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第３条～第39条 

（条文省略） 

 

 

第３条～第39条 

（現行どおり） 

 

３．定款変更の日程 

定 款 変 更 の た め の 定 時 株 主 総 会 開 催 日 平成25年６月21日（予定） 

定 款 変 更 の 効 力 発 生 日 平成25年10月１日（予定） 

 

 

以 上 


